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「第9期介護保険事業計画策定の指針（案）抜粋」
令和５年７月３１日介護保険担当課長会議資料 介護保険計画課 参考資料２ ２２ｐ

基本指針（案）について（新旧案）
改正案（新） 現行（旧）

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項

十四 介護保険制度の立案及び運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進
地域包括ケアシステムを深化・推進するためには、ＰＤＣＡサイ

クルを活用して市町村の保険者機能及び都道府県の保険者支援の機
能を強化していくことが重要である。このため、平成二十九年の法
改正により、市町村及び都道府県が、地域課題を分析し、地域の実
情に則して、高齢者の自立支援や重度化防止の取組に関する目標を
計画に記載するとともに、目標に対する実績評価を行うこと及び評
価結果を公表するよう努めることが定められた。あわせて、当該実
績評価については、市町村は都道府県に結果を報告するとともに、
都道府県は管内市町村に係る評価結果と併せて厚生労働大臣に結果
を報告することとされた。
厚生労働省（地方厚生（支）局を含む。）においては、こうした

仕組みも活用し、報告された市町村及び都道府県における実績評価
や、保険者機能強化推進交付金及び介護保険者保険者努力支援交付
金（以下「保険者機能強化推進交付金等」という。）の評価結果等
も含む地方公共団体の取組状況の分析や好事例の横展開、地域包括
ケアシステムの構築状況を点検するために有効なツール（以下「点
検ツール」という。）の提供やデータを有効活用するための環境整
備を行うなど、ＰＤＣＡサイクルを通じて、より効果的な市町村及
び都道府県に対する支援策等を検討し、所要の措置を講ずることと
する。都道府県においては、市町村における高齢者の自立支援や重
度化防止の取組の地域差について、要因分析を行い、支援を確実に
行うことが必要であり、市町村が目指すべきこと、取り組むべきこ
とを示すとともに、小規模自治体をはじめ、市町村へのきめ細かい
支援を行うことが重要である。
また、市町村による地域の実情に応じた介護保険事業計画の策定

等に活用できるよう、厚生労働省は介護情報基盤の整備を進めるこ
ととする。

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項

十二 介護保険制度の立案及び運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進
高齢者の自立支援や重度化防止の取組を推進するためには、ＰＤ

ＣＡサイクルを活用して市町村の保険者機能及び都道府県の保険
者支援の機能を強化していくことが重要である。このため、平成
二十九年の法改正により、市町村及び都道府県が、地域課題を分
析し、地域の実情に則して、高齢者の自立支援や重度化防止の取
組に関する目標を計画に記載するとともに、目標に対する実績評
価を行うこと及び評価結果を公表するよう努めることが定められ
た。あわせて、当該実績評価については、市町村は都道府県に結
果を報告するとともに、都道府県は管内市町村に係る評価結果と
併せて厚生労働大臣に結果を報告することとされた。
厚生労働省（地方厚生（支）局を含む。）においては、こうした

仕組みも活用し、報告された市町村及び都道府県における実績評
価や、保険者機能強化推進交付金等の評価結果も含む地方公共団
体の取組状況の分析や好事例の横展開、データを有効活用するた
めの環境整備を行うなど、ＰＤＣＡサイクルを通じて、より効果
的な市町村及び都道府県に対する支援策等を検討し、所要の措置
を講ずることとする。都道府県においては、市町村における高齢
者の自立支援や重度化防止の取組の地域差について、要因分析を
行い、支援を確実に行うことが必要であり、市町村が目指すべき
こと、取り組むべきことを示すとともに、小規模自治体をはじ
め、市町村へのきめ細かい支援を行うことが重要である。
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「第9期介護保険事業計画策定の指針（案）抜粋」
令和５年７月３１日介護保険担当課長会議資料 介護保険計画課 参考資料２ 31-32ｐ

基本指針（案）について（新旧案）
改正案（新） 現行（旧）

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

５ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況

を点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施

設のサービスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析
し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要で
ある。
このため、平成二十九年の法改正では、市町村は、各年度において、

市町村介護保険事業計画に、被保険者の地域における自立した日常生活
の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しく
は悪化の防止及び介護給付の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策
に関する事項及び当該施策に掲げる目標に関する事項を記載するととも
に、施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析をし、市
町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、当該評価の結果につ
いて公表するよう努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の

評価結果を活用することが可能である。
また、地域包括ケア計画として位置付けられている市町村介護保

険事業計画の達成状況を点検に当たっては、地域の実情に応じて実
施している様々な取組が、地域の目指す姿（目標）を実現するため
にそれぞれ連動しつつ十分に機能しているかという視点が重要であ
り、点検に当たっては、国が提供する点検ツールを活用することが
可能である。
こうした評価や点検を踏まえて、必要があると認められるとき

は、次期市町村介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ず
ることが重要である。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画

期間中の取組、費用等の結果について検証し、第九期以降の計画に
つなげていくこと、具体的には、ガイドラインを参考にしながら、
関係者間で議論しつつ、評価し、結果を共有していくことが重要で
ある。

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

５ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況

を点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施

設のサービスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析
し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要で
ある。
このため、平成二十九年の法改正では、市町村は、各年度において、

市町村介護保険事業計画に、被保険者の地域における自立した日常生活
の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しく
は悪化の防止及び介護給付の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策
に関する事項及び当該施策に掲げる目標に関する事項を記載するととも
に、施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析をし、市
町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、当該評価の結果につ
いて公表するよう努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の

評価結果を活用することが可能である。

こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期
市町村介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずること
が重要である。

なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画
期間中の取組、費用等の結果について検証し、第八期以降の計画
につなげていくこと、具体的には、ガイドラインを参考にしなが
ら、関係者間で議論しつつ、評価し、結果を共有していくことが
重要である。
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「第9期介護保険事業計画策定の指針（案）抜粋」
令和５年７月３１日介護保険担当課長会議資料 介護保険計画課 参考資料２ 37ｐ

基本指針（案）について（新旧案）
改正案（新） 現行（旧）

８ その他

(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞な

く、これを都道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民

の理解及び協力を得ることが求められることから、市町村は、被保
険者としての地域住民に対し、介護保険事業に関する情報（介護保
険制度の基本的理念を含む。）及び施策の実施状況や目標の達成状
況の情報の提供に努めることが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケア

システムは、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企
業、ＮＰＯ、地域の諸団体等により支えられるものであることか
ら、様々な経路や手法により、その地域の現状や特性、地域が目指
す方向やそのための取組に対する理解が関係者間で共有できるよ
う、当該計画及び各年度における当該計画の達成状況等の公表方法
を、国が提供する点検ツールによる結果を活用する等工夫しなが
ら、様々な経路や方法によりこれらの関係者による多様かつ積極的
な取組を進めるための普及啓発を図ることが重要である。

８ その他

(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞な

く、これを都道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民

の理解及び協力を得ることが求められることから、市町村は、被
保険者としての地域住民に対し、介護保険事業に関する情報（介
護保険制度の基本的理念を含む。）及び施策の実施状況や目標の
達成状況の情報の提供に努めることが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケア

システムは、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間
企業、ＮＰＯ、地域の諸団体等により支えられるものであること
から、様々な経路や手法により、その地域の現状や特性、地域が
目指す方向やそのための取組に対する理解が関係者間で共有でき
るよう、当該計画及び各年度における当該計画の達成状況等の公
表方法を工夫しながら、様々な経路や方法によりこれらの関係者
による多様かつ積極的な取組を進めるための普及啓発を図ること
が重要である。
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「第9期介護保険事業計画策定の指針（案）抜粋」
令和５年７月３１日介護保健担当課長会議資料 介護保険計画課 参考資料２ ３－４ｐ

基本指針（案）について（新旧案）
改正案（新） 現行（旧）

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現

市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び都道府県は、介護保険法（平成九年法律第百二
十三号。以下「法」という。）の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、介護給付
等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じ
て、地域包括ケアシステムの構築に努めることが重要である。
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福

祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講ずるものとす
る。
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシス

テムは、地域共生社会（高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分
野の枠や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会
がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのでき
る包摂的な社会をいう。以下同じ。）の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであると
ともに、すべての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合う地域共生社会の実現が
地域包括ケアシステムの目指す方向である。
こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会福祉法（昭和二

十六年法律第四十五号）が改正され、地域住民と行政などが協働し、公的な体制による支援
とあいまって、地域や個人が抱える生活課題を解決していくことができるよう、「我が事・
丸ごと」の包括的な支援体制を整備することが市町村の努力義務とされたところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共生型

サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取組
を進めてきたが、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和二
年法律第五十二号。以下「令和二年の法改正」という。）においては、二千四十年を見据え
て、また、地域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対
応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サー
ビス提供体制の整備等の促進、医療・介護の情報基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務
効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤

の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われたところである。これまでも各自治
体において、地域共生社会の実現に向け、介護保険制度における地
域包括ケアシステムの基盤を活かした取組が進められており、今後
は包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて医療
と介護の連携強化や医療・介護の情報基盤の一体的な整備による地
域包括ケアシステムの一層の推進や、保険者機能を一層発揮しなが
ら、地域の自主性や主体性に基づき、介護予防や地域づくり等に一
体的に取り組むことで、地域の実情に応じて取組をデザインする、
いわば「地域デザイン機能」を強化し、地域共生社会の実現を図っ
ていくことが必要である。

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念

市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び都道府県は、介護保険法（平成九年法律第百二
十三号。以下「法」という。）の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、介護給
付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を図り、地域の実情に応
じて、地域包括ケアシステムの構築に努めることが重要である。
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福

祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講ずるものとす
る。
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシス

テムは、地域共生社会（高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・
分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と
社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくこと
のできる包摂的な社会をいう。以下同じ。）の実現に向けた中核的な基盤となり得るもの
である。

こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会福祉法（昭和二
十六年法律第四十五号）が改正され、地域住民と行政などが協働し、公的な体制による支
援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題を解決していくことができるよう、「我が
事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備することが市町村の努力義務とされたところであ
る。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共生

型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取
組を進めてきたが、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和
二年法律第五十二号。以下「令和二年の法改正」という。）においては、二千四十年を見据
えて、また、地域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに
対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護
サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及
び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設など社会福祉法等に基づく社会福
祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われたところであり、今後は包括的な支
援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて介護保険制度に基づく地域包括ケアシステ
ムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていくこと
が必要である。
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